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1．はじめに

　筆者が IFRS 財団アジア・オセアニアオフィ
ス（AOオフィス）のディレクターを引き継い
で 1年が経過した。ステークホルダーの皆様に
支えられて AO オフィスは徐々にその活動の
幅を拡げている。本稿では、2019 年 4 月末ま
での 1 年間の AOオフィスの活動を総括する。
文中意見にわたる部分は筆者の私見である。

2．テクニカル業務

・3つの目標
　AOオフィスは、3 つの目標を掲げて活動し
ている。すなわち、⑴日本国内における IFRS の

適用支援、⑵アジア・オセアニア地域における
関係機関との連携、⑶国際会計基準審議会
（IASB）のテクニカル業務の支援である。この中
で、この 1年で特筆すべき進展があったのは⑶
の IASB のテクニカル業務の支援である。この
1年の間に、AOオフィスのテクニカルスタッフ 
はIASBテクニカルチームに完全に組み込まれ、 
現在は、ロンドンにいるスタッフと共に、様々
なテクニカルプロジェクトに取り組んでいる。

・AOオフィスが関与したプロジェクト
　この 1年でAOオフィスのテクニカルスタッ
フが関与した IASB のテクニカルプロジェクト
は表 1のとおりである。1年間にこれだけ多く
のプロジェクトに関与したのは AO オフィス
開設以来初めてであり、スタッフを称賛し
たい。
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表 1　AOオフィスが関与したプロジェクト

プロジェクト名 スタッフ プロジェクト全体の目的・概要・現在
のステージ

AOオフィスが関与した部分・関与
した時期

負債の分類 鈴木 IAS第 1号「財務諸表の表示」におけ
る負債の長短分類について、既出の問
題点を解決するための修正を行うこと
を目的とする。2019 年の基準最終化
に向けて、公開草案に対するフィード
バックの検討・議論がなされている。

2018 年 3 月の概念フレームワーク
改定を受け、検討が再開された後か
ら関与している。要検討事項やテク
ニカルスタッフからの提案をまとめ
て IASB 会議で発表し、ボードメン
バーから意見を収集する役割を担っ
ている。
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資本の特徴を有
する金融商品

鈴木 IAS 第 32 号「金融商品：表示」にお
ける負債と資本の分類について、既存
の問題点を解決するための修正を行う
ことを目的とする。現在、ディスカッ
ション・ペーパーに対するフィード
バックの検討・議論がなされている。

ディスカッション・ペーパー草案に
対するボードメンバーからの意見の
とりまとめから関与している。現在
は、2018 年 6 月公表のディスカッ
ション・ペーパーに対するフィード
バックを整理し、分析結果をまとめ
る作業を実施している。

アジェンダ決定
のメンテナンス

鈴木 IFRS 解釈指針委員会が過去に公表し
たアジェンダ決定を整理し、継続して
IFRS 財団のウェブサイトや注釈付
IFRS 基準書に記載すべきか削除すべ
きかの検討を行っている。

2018 年 3 月以降、過去十数年にわ
たって公表されたアジェンダ決定に
つき、ウェブサイト及び基準書への
記載の有無を確認し、記載の要否に
ついて分析を実施している。

概念フレーム
ワークへの参照
の 更 新（IFRS 
第 3 号）

田邉 2018 年の概念フレームワークの改訂
により、旧概念フレームワークを参照
する IFRS 第 3 号「企業結合」を更新
すると、取得企業の事業取得時の会計
処理に変更が生じる可能性が認識され
た。現在の実務へ影響が生じない方法
で IFRS 第 3 号の概念フレームワーク
への参照を更新するための検討を行っ
ている。

2018 年 2 月以降、AO オフィスが
主体となって取り組む。主な作業
は、ステークホルダー（ASAF、監
査法人）への意見聴取（2018 年 6
月～10 月）、IASB 会議の審議に向
けた準備及び発表（2018 年 11 月、
同 12 月）、公開草案の準備（2018
年 12 月～現在）である。

のれんと減損 田邉 IFRS 第 3 号「企業結合」及び IAS 第
36 号「資産の減損」の適用後レ
ビューの結果、企業結合に関する開示
の充実、のれんの減損テストの見直し
を検討することになった。2019 年中
のディスカッション・ペーパー公表に
向けて審議中。

2018 年 10 月、ASBJ協力の下、企
業結合開示に関する日本企業へのア
ウトリーチ（意見聴取）を実施。
2019 年 2 月、英主要企業の開示実
績を対象として、無形資産の償却費
用と代替的業績指標（APM）の調
整項目との関連性を調査した。

引当金 田邉 IAS 第 37 号「引当金、偶発負債及び
偶発資産」の修正プロジェクトは概念
フレームワーク改訂を待って中断して
いた。現在は、修正プロジェクトを再
始動すべきかどうかの検討、及び修正
すべき論点の絞り込み検討を行って
いる。

IAS 第 37 号の修正による影響の事
前調査として、IFRS 基準全体を対
象として、新旧概念フレームワーク
の負債の定義を引用・参照している
箇所、及び IAS 第 37 号以外で IAS
第 37 号を引用・参照している箇所
を洗い出し、集約する作業を担当し
た（2019 年 1 月）。

基本財務諸表 田邉 業績指標の多様化により特に財務業績
計算書の比較可能性が低下しているこ
とを受け、IFRS 基準で新たな開示指
標を定めようとするプロジェクト。
2019 年中にディスカッション・ペー
パー若しくは公開草案を公表する
予定。

日本の IFRS 適用企業全社を対象と
して、財務業績計算書において「営
業利益」をどのように定義し、表示
しているかを調査する業務を AO
オフィスが引き受けて実施した
（2018 年 12 月）。
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・日本人スタッフの活躍
　AO オフィスには、2014 年 7 月以降 2 名の
テクニカルスタッフが常駐している。いずれも
大手監査法人の公認会計士で、任期は 2 年と
なっている。現職の鈴木邦宜氏と田邉紗緒里氏
は、2018 年 7 月から出向している。また、ロ
ンドンの IASB テクニカルチームには、企業会
計基準委員会（ASBJ）から出向している公認
会計士が 3名常駐している。日本人スタッフに
対する IASB の評価は総じて高い。日本の会計
プロフェッションの質の高さを示すものだと
思う。

・AOテクニカルスタッフの増員
　業務拡大に伴い、AOオフィスでは、テクニ
カルスタッフの増員を検討している。また、現
職 2 名の任期は 2020 年 7 月である。IFRS の
基準設定業務に興味のある方はご検討いただけ
るとありがたい。

3．日本国内の状況

・日本の IFRS任意適用企業の推移
　表 2は、日本における IFRS 任意適用企業数
とその時価総額比率の推移である。IFRS 任意

リース 鈴木・田
邉

新基準の IFRS 第 16 号「リース」が
2019 年から強制適用となる。IASB は
新基準の適用支援を様々な形で行って
おり、当基準もその対象である。

強制適用前に IFRS 第 16 号の適用
実態を把握するため、2018 年度以
前に IFRS 第 16 号を早期適用した
企業を対象に、移行措置オプション
の選択状況、及び各開示要求規定に
対応する実際の開示状況を調査
した。

子会社である中
小企業

鈴木・田
邉

他の企業の子会社に該当する中小企業
において、IFRS 基準に基づく認識及
び測定を適用しつつ中小企業向け
IFRS 基準に基づく開示が許容され得
るかの検討を目的とする。現在、各基
準における開示の差異分析を行って
いる。

2019 年 4 月以降、政府補助金及び
減損に関する IFRS 基準と中小企業
向け IFRS 基準についての差異分析
を実施している。

共通支配下の企
業結合

鈴木・田
邉

現行の IFRS 基準では明示されていな
い共通支配下の企業結合における会計
処理について、基準上どのような要件
とするかの検討を目的とする。現在、
対象取引をどのように処理すべきか検
討を行っている。

全世界において 2018 年 1 月～2019
年 3 月の間に公表された IFRS 財務
諸表を検索し、該当企業が実際に適
用している会計処理及び開示内容を
調査している。

IFRS タクソノ
ミ

鈴木・田
邉

財務諸表作成者と利用者間のコミュニ
ケーション促進を目指して、年次で
IFRS タクソノミは改善されている。
IFRS 基準等における表示・開示の要
求事項に加え、共通の報告実務を適
時・正確に反映することを目的として
いる。

2019 年 5 月以降、IFRS タクソノミ
の利用有無に基づくデータの正確性
分析、IFRS タクソノミが提供する
科目以外で各企業が一般に使用して
いる科目の調査、開示事例の傾向分
析等を担当している。
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適用企業は2018年12月末時点で199社となり、 
2019 年 4 月末時点では 200 社を超えている。

表 2　日本の IFRS任意適用企業の推移

（出典：金融庁資料から筆者作成）

・業種別 IFRS任意適用企業割合
　表 3 は、2018 年 12 月末時点の業種別の
IFRS 任意適用企業割合である。％は、企業数
ではなく、時価総額の割合を示している。左か
ら、医薬品、情報・通信業、精密機器等は
IFRS への移行がかなり進んでいる。一方、右
から 9業種には IFRS 任意適用企業はまだ 1社
もない。上場企業全体では、200 社、時価総額
の 3分の 1 が IFRS に移行済であるが、業種別
に見るとばらつきがあることがわかる。2019
年 2 月、トヨタが IFRS への移行を検討中であ
ることを表明した。三十数社あった米国会計基
準適用企業は現在十数社まで減少している。

・日本からの IFRS財団各組織への参画
　2019 年 4 月末現在、日本から IFRS 財団の
主な組織に参画されている方々は表 4のとおり
である。この 1 年の間に現職に就任されたの
は、トラスティーの増一行氏（2019 年 1 月に
岡田譲治氏と交代）、IFRS 解釈指針委員会
（IFRS─IC）の熊谷五郎氏（2018 年 7 月から新
規に就任）、IFRS 諮問会議（IFRS─AC）の井

口譲二氏（2019 年 1 月に熊谷五郎氏と交代）
である。このほか、2018 年 10 月に会計基準ア
ドバイザリー・フォーラム（ASAF）の改選が
あり、ASBJは、アジア・オセアニア枠の中で
メンバーに再任された。この 1年の間に、日本
は IFRS─IC のポストを復活し、それ以外のポ
ストは従前どおり維持した。

表 3　業種別 IFRS任意適用企業割合

（出典：金融庁資料から筆者作成）
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・鈴木理加氏の IASB理事就任
　2019 年 7 月に鶯地隆継氏に代わり、鈴木理
加氏が IASB 理事に就任する。鈴木氏は、現
在、PwC あらたの品質管理本部アカウンティ
ング・サポート部の IFRS リーダーで、ASBJ
の収益認識専門委員会、IFRS 適用課題対応専
門委員会の委員を歴任した。

4 ．アジア・オセアニア地域の状況

・地域の会計基準設定主体とのネットワーク
　この 1年の間に、ASBJのご協力を得て、ア
ジア・オセアニア地域の会計基準設定主体との
ネットワーク作りを進めた。筆者は、2018 年
10 月に韓国・釜山で開催された日中韓三か国
会計基準設定主体会議、2018 年 11 月にシンガ
ポールで開催されたアジア・オセアニア会計基
準設定主体グループ（AOSSG）の年次総会に
オブザーバーとして参加した。AOオフィスに
は、韓国、オーストラリアの会計基準設定主体
の議長が来訪した。

表 4　日本からの IFRS財団各組織への参画者

組織 参画者
（敬称略）

モニタリングボード 金融庁
（氷見野良三）

トラスティー（副議長） 佐藤隆文

トラスティー 増一行

IASB理事 鶯地隆継

IFRS 解釈指針委員会（IFRS─IC） 熊谷五郎

会計基準アドバイザリー・フォー
ラム（ASAF）

ASBJ
（小賀坂敦）

IFRS 諮問会議（IFRS─AC） 経団連
（石原秀威）

IFRS 諮問会議（IFRS─AC） アナ協
（井口譲二）

世界作成者フォーラム（GPF） 常原二郎

世界作成者フォーラム（GPF） 谷口岩昭

資本市場諮問委員会（CMAC） 熊谷五郎

IFRS タクソノミ諮問グループ
（ITCG）

三井千絵

表 5　アジア・オセアニア地域における IFRS使用国

（出典：IFRS 財団資料から筆者作成）
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・アジア・オセアニア地域における IFRSの使
用状況
　表 5は、世界 166 か国における IFRS の使用
状況を示している。表は、左から順に、強制適
用国、任意適用国、その他（自国基準強制適用
国）となっている。アジア・オセアニア地域で
は、34 か国のうち 25 か国（74％）が IFRS を
強制適用している。この 74％ という数値は、
高いようにも思えるが、他の地域に比べると低
い（米州を除く）。また、アジア・オセアニア
地域にはその他（自国基準強制適用国）が 6か
国もあり、その中に中国、インドが含まれる。
インドネシアはコンバージェンスを、タイは強
制適用を、ベトナムは任意適用をそれそれ検討
中とされている。アジア・オセアニア地域は、
多様性の高さが際立っている。

・アジア・オセアニア地域における AOオフィ
スの役割
　IFRS の採用に関しては、各国それぞれに事
情があり、基本的に各国の判断を見守るしかな
い。また、IFRS の基準設定プロセスへの関与

に関しては、AOSSG が地域横断的な役割を果
たしている。今後、AOオフィスの役割として
重要になるのは、この地域における IFRS の一
貫性のある適用の推進であろう。IFRS の正し
い運用を監視するのは一義的には各国の規制当
局であるが、これを支援することは、IFRS ブ
ランドの信頼を維持する上で IFRS 財団自身の
役割でもある。

5．おわりに

　令和の時代に入った。5 月にハンス・フー
ガーホースト IASB 議長が来日し、日本の主要
ステークホルダーと意見交換する予定である。
のれんと減損は IASB で継続審議中であるが、
年内にはディスカッション・ペーパーが出る。
4 月から ASBJ委員長が小賀坂敦氏に代わり、
7 月から IASB 理事が鈴木理加氏に代わる。新
時代の幕開けに日本で IFRS が大きく前進する
ことを期待したい。


